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新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の
運
用
等
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

本
法
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
等
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
、
指
定
公
共
機
関
等
、
事
業
者
及
び
国
民 

に
対
し
、
本
法
の
内
容
を
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。 

二 

政
府
行
動
計
画
を
策
定
す
る
際
の
根
拠
と
な
る
被
害
想
定
に
つ
い
て
は
、
最
新
の
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
、
い
た
ず
ら
に
過
大
な
も

の
と
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

三 

本
法
の
規
定
に
基
づ
く
私
権
の
制
限
に
係
る
措
置
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
制
限
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
よ
う
、
十
分

に
留
意
す
る
こ
と
。 

四 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
科
学
的
根
拠
を
明
確
に
し
、
恣
意
的
に
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
。 

五 

放
送
事
業
者
で
あ
る
指
定
公
共
機
関
等
が
実
施
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
に
つ
い
て
は
、
放
送
の
自
律
を
保
障
す
る
こ
と

に
よ
り
、
言
論
そ
の
他
表
現
の
自
由
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
特
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。 

六 

平
時
か
ら
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
医
療
体
制
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
患
者
が
急
増
す
る
ま
ん

延
期
に
お
い
て
は
、
一
般
の
医
療
機
関
も
含
め
、
入
退
院
措
置
な
ど
適
切
な
措
置
に
よ
り
医
療
提
供
体
制
の
維
持
を
図
る
こ
と
。 
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七 

患
者
等
に
対
す
る
医
療
等
の
実
施
に
関
す
る
医
療
関
係
者
の
協
力
に
つ
い
て
は
、
医
療
関
係
者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
各
種
の

安
全
対
策
や
実
費
弁
償
、
損
害
補
償
の
枠
組
み
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
。 

八 

独
居
世
帯
を
含
め
た
在
宅
患
者
へ
の
薬
剤
処
方
の
在
り
方
を
明
示
し
、
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
在
宅
の
一
人
暮
ら
し
の
高
齢

者
や
障
害
者
な
ど
社
会
的
弱
者
に
対
し
て
は
、
市
町
村
と
協
力
し
、
見
回
り
、
介
護
、
訪
問
診
療
、
食
事
提
供
、
搬
送
等
の
適
切
な
支

援
を
図
る
こ
と
。 

九 

先
行
接
種
す
る
プ
レ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
備
蓄
を
万
全
な
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
特
定
接
種
の
対
象
者
及
び
優
先
順

位
の
在
り
方
を
明
示
す
る
こ
と
。 

十 

全
国
民
分
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
ワ
ク
チ
ン
を
よ
り
短
期
間
に
製
造
す
る
た
め
の
研
究
開
発
を
推
進
・
支
援
す
る
と
と
も
に
、
接
種
の
優

先
順
位
の
在
り
方
を
明
示
す
る
こ
と
。 

十
一 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
等
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
国
際
的
な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
発
展
途
上
国
で
の
医
療
体
制

や
公
衆
衛
生
の
向
上
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
こ
と
。 
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
本
法
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
等
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
、
指
定
公
共
機
関
等
、
事
業
者

及
び
国
民
に
対
し
、
本
法
の
内
容
を
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。

二
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
が
周
期
的
に
発
生
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
政
府
対
策
本
部
、
都
道
府
県
対
策
本
部
及
び
市
町
村
対

、

、

、

。

、

策
本
部
に
お
い
て
は

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
実
施
に
係
る
記
録
を
作
成
し

保
存
し

公
表
す
る
こ
と

特
に

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
の
決
定
に
至
る
記
録
に
つ
い
て
は
、
会
議
録
等
の
経
過
記
録
と
科
学
的
根
拠
と
な

る
デ
ー
タ
は
完
全
に
保
存
し
、
国
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
次
代
へ
の
教
訓
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
に
す

る
こ
と
。

三
、
政
府
行
動
計
画
を
策
定
す
る
際
の
根
拠
と
な
る
被
害
想
定
に
つ
い
て
は
、
最
新
の
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
、
い
た
ず
ら
に

過
大
な
も
の
と
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
、
政
府
行
動
計
画
、
都
道
府
県
行
動
計
画
及
び
市
町
村
行
動
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル

ス
の
特
徴
、
感
染
力
、
病
原
性
に
応
じ
て
、
適
切
な
措
置
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
い
く
つ
か
の
シ
ナ
リ
オ
を
想
定
し
て
多
様

な
施
策
の
選
択
肢
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
基
本
的
対
処
方
針
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
状
況
に
応
じ
て
施

策
の
切
り
替
え
が
柔
軟
に
行
え
る
方
式
に
す
る
こ
と
。
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五
、
国
民
へ
の
情
報
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
情
報
提
供
の
内
容
、
方
法
、
表
現
等
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
検
討
し
て
お
き
、
新

、

、

、

、

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
発
生
時
に
は

患
者
等
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し

ま
た

風
評
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
留
意
し

迅
速
か
つ
正
確
に
情
報
提
供
が
で
き
る
体
制
を
と
る
こ
と
。

六
、
放
送
事
業
者
で
あ
る
指
定
公
共
機
関
等
が
実
施
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
に
つ
い
て
は
、
放
送
の
自
律
を
保
障

す
る
こ
と
に
よ
り
、
言
論
そ
の
他
表
現
の
自
由
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
特
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

、

、

、

、

、

七

抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
に
つ
い
て
は

適
時
に

必
要
な
患
者
に

必
要
な
量
の
供
給
が
可
能
と
な
る
よ
う
に

国
、
地
方
公
共
団
体
、
医
療
機
関
等
に
よ
る
備
蓄
、
配
分
、
流
通
調
整
を
行
う
こ
と
。

八
、
政
府
対
策
本
部
、
都
道
府
県
対
策
本
部
及
び
市
町
村
対
策
本
部
に
つ
い
て
は
、
医
療
関
係
等
の
専
門
家
を
配
置
す
る
等
し

て
そ
の
意
見
を
適
時
適
切
に
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
現
場
の
医
療
従
事
者
等
か
ら
の
情
報
・
意
見
を
迅
速
に
収
集
し
て
施
策

の
実
施
に
的
確
に
反
映
で
き
る
体
制
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
収
集
し
た
情
報
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
で
共
有
で
き
る
よ
う
に

す
る
と
と
も
に
、
指
定
公
共
機
関
等
で
あ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
医
師
会
、
医
学
会
等
医
療
関
係
者
の
諸
団
体
と
適
切
な

連
携
を
図
る
こ
と
。

九
、
先
行
接
種
す
る
プ
レ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
備
蓄
を
万
全
な
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
特
定
接
種
の
対
象
者
及

び
優
先
順
位
の
在
り
方
を
明
示
す
る
こ
と
。

十
、
本
法
に
基
づ
き
医
療
関
係
者
に
医
療
を
行
う
こ
と
を
要
請
・
指
示
す
る
に
際
し
て
は
、
感
染
症
の
専
門
家
及
び
現
場
の
医

療
関
係
者
等
の
意
見
を
十
分
踏
ま
え
る
こ
と
。

十
一
、
患
者
等
に
対
す
る
医
療
等
の
実
施
に
関
す
る
医
療
関
係
者
の
協
力
に
つ
い
て
は
、
医
療
関
係
者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ

う
、
各
種
の
安
全
対
策
や
実
費
弁
償
、
損
害
補
償
の
枠
組
み
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
。

十
二
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
措
置
の
実
施
は
広
範
な
人
権
の
制
約
に
つ
な
が
る
こ
と
に
鑑
み
、
法
第
三
十
二
条

に
お
け
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
要
件
を
政
令
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
起
因
す
る
症

状
等
を
具
体
的
に
示
す
と
と
も
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
の
要
件
を
政
令
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
新
型



イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
が
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
の
判
断
基
準
で
あ
る
感
染
者
の
状
況
、

感
染
地
域
の
広
が
り
方
等
を
明
確
に
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
毒
性
、
感
染
力
等
を
過
大
に
評
価

、

。

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
専
門
家
の
意
見
を
幅
広
く
聴
取
す
る
と
と
も
に

透
明
性
の
確
保
さ
れ
た
手
続
に
よ
っ
て
行
う
こ
と

そ
し
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
に
つ
い
て
は
、
ウ
イ
ル
ス
の
病
原
性
、
感
染
力
等
の
科
学
的
知
見
に

基
づ
き
、
感
染
者
の
状
況
、
感
染
地
域
を
考
慮
し
、
慎
重
に
行
い
、
そ
の
際
、
医
学
・
公
衆
衛
生
等
の
専
門
家
の
意
見
を
十

分
踏
ま
え
る
こ
と
。

十
三
、
法
第
四
十
五
条
に
お
け
る
施
設
利
用
等
の
制
限
要
請
等
を
行
う
政
令
に
つ
い
て
は
、
消
毒
液
の
設
置
、
人
数
制
限
等
の

よ
り
人
権
制
約
の
度
合
い
の
小
さ
い
措
置
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
集
会
の
自
由
等
の
人
権
が
過
度
に
制
約
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
感
染
症
の
専
門
家
及
び
現
場
の
意
見
を
十
分
踏
ま
え
る
こ
と
。

、

、

十
四

全
国
民
分
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
ワ
ク
チ
ン
を
よ
り
短
期
間
に
製
造
す
る
た
め
の
研
究
開
発
を
推
進
・
支
援
す
る
と
と
も
に

接
種
の
優
先
順
位
の
在
り
方
を
明
示
す
る
こ
と
。

十
五
、
平
時
か
ら
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
医
療
体
制
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
患
者
が
急

増
す
る
ま
ん
延
期
に
お
い
て
は
、
一
般
の
医
療
機
関
も
含
め
、
入
退
院
措
置
な
ど
適
切
な
措
置
に
よ
り
医
療
提
供
体
制
の
維

持
を
図
る
こ
と
。

十
六
、
独
居
世
帯
を
含
め
た
在
宅
患
者
へ
の
薬
剤
処
方
の
在
り
方
を
明
示
し
、
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
在
宅
の
一
人
暮

、

、

、

、

、

、

ら
し
の
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
社
会
的
弱
者
に
対
し
て
は

市
町
村
と
協
力
し

見
回
り

介
護

訪
問
診
療

食
事
提
供

搬
送
等
の
適
切
な
支
援
を
図
る
こ
と
。

十
七
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
に
係
る
不
服
申
立
て
又
は
訴
訟
そ
の
他
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
に
関
す
る
制
度
に
つ

い
て
は
、
本
法
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
八
、
国
外
の
在
留
邦
人
保
護
の
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
在
留
邦
人
の
感
染
国
か
ら
の
出
国
手
段
等
の



確
保
に
万
全
を
尽
く
す
こ
と
。

十
九
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
等
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
国
際
的
な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
発
展
途
上
国
で
の

医
療
体
制
や
公
衆
衛
生
の
向
上
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。
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